
かかりつけ医機能報告制度について

令 和 ７ 年 度 １ 回 飯 伊 医 療 圏
地 域 医 療 構 想 調 整 会 議

令 和 ７ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日

資料

３



趣旨

（１）医療機能情報提供制度の刷新（令和６年４⽉施⾏）
• かかりつけ医機能（「 ⾝近な地域における⽇常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を⾏う機能」と定義）を⼗分に理

解した上で、⾃ら適切に医療機関を選択できるよう、医療機能情報提供制度による国⺠・患者への情報提供の充実・強化を図る。
（２）かかりつけ医機能報告の創設（令和７年４⽉施⾏）
• 慢性疾患を有する⾼齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で⽀えるために必要なかかりつけ医機能（①⽇常的な診療の総合

的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など）について、各医療機関から都道府県知事に報告を求めることとす
る。

• 都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者と
の協議の場に報告するとともに、公表する。

• 都道府県知事は、外来医療に関する地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的⽅策を検討・公表する。
（３）患者に対する説明（令和７年４⽉施⾏）
• 都道府県知事による（２）の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する⾼齢者に在宅医療を提供する場合など外来医療で説明が特に必

要な場合であって、患者が希望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的⽅法⼜は書⾯交付により説明す
るよう努める。

 かかりつけ医機能については、これまで医療機能情報提供制度における国⺠・患者への情報提供や診療報酬における評価を中⼼に取り
組まれてきた。⼀⽅で、医療計画等の医療提供体制に関する取組はこれまで⾏われていない。

 今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い⾼齢者の更なる増加と⽣産年齢⼈⼝の急減が⾒込まれる中、地域
によって⼤きく異なる⼈⼝構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、⽀える医療」を実現していくためには、これまでの地域
医療構想や地域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要がある。

 その際には、国⺠・患者から⾒て、⼀⼈ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要があることから、
• 国⺠・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、
• 地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、⾃らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、地域において

必要なかかりつけ医機能を確保するための制度整備を⾏う。

概要
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かかりつけ医機能が発揮される制度整備

○かかりつけ医機能が発揮される制度整備としては、（１）医療機能情報提供制度の刷新、（２）かかりつけ医機能報
告の創設、（３）患者に対する説明で構成される。

「かかりつけ医機能が発揮される制度の施⾏に関する分科会」資料より抜粋（⼀部改変）



かかりつけ医機能報告概要

かかりつけ医機能報告の流れ

○慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告。
○都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協
議の場に報告するとともに、公表。

○都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果
を取りまとめて公表。

かかりつけ医機能報告
対象医療機関

① かかりつけ医機能の報告

具体的方策の例
◆地域で不足する機能を担うための研修や支援の企画・実施
◆地域の医療機関に地域で不足する機能を担うよう働きかけ
◆地域の医療機関間の連携の強化 など

※医療機関の報告内容について、実際には体制を有していないことが明らかになった場合は、その機能については都道府県による公表の対象外
医療機関の報告懈怠・虚偽報告等の場合は報告・是正の命令等（第30条の18の４第６項等）

⑥ 地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討 （第30条の18の５）

都道府県

◆継続的な医療を要する者に対す
るかかりつけ医機能の有無・内容

（第30条の18の４第１項）

＜報告項目イメージ＞
１：日常的な診療を総合的
かつ継続的に行う機能

２：１を有する場合、
(1)時間外診療、(2)入退院支援、(3)
在宅医療、(4)介護等との連携、(5)
その他厚生労働省令で定める機能

② 報告の内容

④確認結果

⑤
確
認
結
果
の
報
告

③ 都道府県
の確認

外来医療に関する
地域の協議の場

公

表

⑦協議結果 公

表

２（１）～（４）等の機能の
確保に係る体制を確認（※）。

・体制に変更があった場合は、
再度報告・確認

（第30条の18の４第３項、第５項）

（第30条の18の４第７項）

（第30条の18の４第４項）

（第30条の18の４第２項）

※介護等に関する事項を協議する場合には、市町村の参加を求め、介護等に関する各種計画の
内容を考慮。
※高齢者保健事業や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の状況に留意。
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「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料より抜粋



年間の実施スケジュール
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○ 医療機関からの報告期間は１月から３月です。医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に⾏い
ます。

「かかりつけ医機能が発揮される制度の施⾏に関する分科会」資料より抜粋（⼀部改変）
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年間サイクルのイメージ

11月頃〜
医療機関への定期報告依頼

１月〜３月
医療機関による報告及び都
道府県による体制の有無の
確認

４月報告内容や体制の有無
の確認結果の公表

４月〜６月頃報告内容の集
計・分析等

７月以降
協議の場の開催

協議の場での議論



１号機能と２号機能の関係
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かかりつけ医機能報告の報告事項は、⼤きく１号機能と２号機能に分けられます。１号機能を有する医療機関にお
いては、２号機能に係る報告事項についての報告を⾏うこととなります。

１号機能 ⽇常的な診療を総合的かつ継続的に⾏う機能

（イ）通常の診療時間外の診療

2号機能

（ロ）入退院時の⽀援

（ハ）在宅医療の提供

（ニ）介護サービス等と連携した医療提供

その他

１号機能あり １号機能なし

２号機能の報告は不要

報告対象医療機関︓特定機能病院及び⻭科医療機関を除く病院⼜は診療所



報告を求めるかかりつけ医機能「１号機能」
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要件報告事項

★
「具体的な機能（※）」を有すること及び「報告事項」について院内掲示による公表をしている
こと

１

かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合診療専門医の有無２

★
17の診療領域ごとの⼀次診療の対応可否の有無、いずれかの診療領域について⼀次診療を⾏うこ
とができること

３

⼀次診療を⾏うことができる疾患を報告していること４

★医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を要する者への継続的な相
談対応を含む)

５

報告事項について（１号機能）

報告事項

医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定⾏為研修修了看護師数６

かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数７

全国医療情報プラットフォームに参加・活⽤する体制の有無８

全国医療情報プラットフォームの参加・活⽤状況、服薬の⼀元管理の実施状況９

その他の報告事項

※17の診療領域
⽪膚・形成外科領域、
神経・脳⾎管領域、
精神科・神経科領域、
眼領域、
⽿⿐咽喉領域、
呼吸器領域、
消化器系領域、
肝・胆道・膵臓領域、
循環器系領域、
腎・泌尿器系領域、
産科領域、
婦⼈科領域、
乳腺領域、
内分泌・代謝・栄養領域、
⾎液・免疫系領域、
筋・骨格系及び外傷領域、
⼩児領域のこと。

（★）「実施している」「実施できる」ことが機能ありの要件となる報告事項

（※）継続的な医療を要する者に対する発⽣頻度が⾼い疾患に係る診療を⾏うとともに、継続的な医療を要する者に対する⽇常的な診療
において、患者の⽣活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を⾏い、⾃⼰の専門性を超えて診療や指導を⾏えない場合には、地域の医
師、医療機関等と協⼒して解決策を提供する機能



報告を求めるかかりつけ医機能「２号機能」
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報告事項
⾃院⼜は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況（在宅当番医制･休⽇ 夜間急患センター等に参加、⾃院の連絡先を渡し
て随時対応、⾃院での⼀定の対応に加えて他医療機関と連携して随時対応等）、連携して確保する場合は連携医療機関の名称

１

⾃院における時間外対応加算１〜４の届出状況、時間外加算、深夜加算、休⽇加算の算定状況２

報告事項について（２号機能①）

報告事項

⾃院⼜は連携による後⽅⽀援病床の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称１

⾃院における入退院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況２

⾃院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況３

⾃院における退院時の情報共有・共同指導の診療報酬項目の算定状況４

特定機能病院・地域医療⽀援病院・紹介受診重点医療機関から紹介状により紹介を受けた外来患者数５

（イ）通常の診療時間外の診療

（ロ）入退院時の⽀援



報告を求めるかかりつけ医機能「２号機能」
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報告事項について（２号機能②）

報告事項

介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況（主治医意⾒書の作成、地域ケア会議・サービス担当者会議等へ
の参加、介護⽀援専門員や相談⽀援専門員と相談機会設定等）

１

介護⽀援専門員や相談⽀援専門員への情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況２

介護保険施設等における医療の提供状況（協⼒医療機関となっている施設の名称）３

地域の医療介護情報共有システムの参加・活⽤状況４

ＡＣＰの実施状況５

（ハ）在宅医療の提供

（ロ）介護サービス等と連携した医療提供

報告事項

⾃院⼜は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況（⾃院で⽇中のみ、⾃院で24時間対応、⾃院での⼀定の対応に加えて連携し
て24時間対応等）、連携して確保する場合は連携医療機関の名称

１

⾃院における訪問診療・往診・訪問看護の診療報酬項目の算定状況２

⾃院における訪問看護指示料の算定状況３

⾃院における在宅看取りの実施状況４



患者への説明について

○対象医療機関
かかりつけ医機能（２号機能）の確保に係る体制を有することについて、 都道

府県知事の確認を受けた医療機関

○対象患者
慢性疾患を有する⾼齢者等の継続的な医療を要する患者

○対象となる場合
在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たっておおむね４カ月

以上継続して医療を提供することが⾒込まれる場合で、患者やその家族から求め
があったときは、正当な理由がある場合を除き（※）、説明を⾏うことについて
努⼒義務が⽣じる。
（※）正当な理由がある場合として、説明の努⼒義務が免除される場合

・説明を⾏うことで、当該患者の適切な診療に⽀障を及ぼすおそれがある場合
・説明を⾏うことで、⼈の⽣命、⾝体⼜は財産に危険を⽣じさせるおそれがあ

る場合

○説明⽅法
説明は、いずれかの以下の⽅法により⾏う。

➢書⾯により提供する⽅法
➢電子メール等により提供する⽅法
➢磁気ディスクの交付により提供する⽅法
➢患者の同意を得て電子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーに入

⼒する⽅法
○説明の内容

説明にあたっては以下の項目について説明を⾏うこと。
➢疾患名、治療に関する計画、当該病院⼜は診療所の名称、住所及び連絡先
➢「当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能」
※ 当該患者に対する１号機能や２号機能、２号機能を連携して確保する場合は連携医療機関
➢「病院⼜は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判

断する事項」 9



QA

１号機能の報告事項のうち「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無」があるが、どのような研修が該当するか。
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１号機能の報告事項のうち「17の診療領域ごとの⼀次診療の対応可否」や「⼀次診療を⾏うことができる疾患」があるが、対応可能な⽇
時等が限定的であっても、「対応できる」として報告することは可能なのか。（例︓毎月第２⽔曜の午前のみ、対応可能な医師がいるな
ど）

令和８年１月から報告開始予定の「かかりつけ医機能報告」における、「かかりつけ医機能に関する医師の研修の修了者の有無」の項目
については、当該項目に報告可能な研修を別に示すまでの間、報告者がかかりつけ医機能に関係すると考える任意の研修を報告していただ
くようお願いします。

【留意事項】
かかりつけ医機能報告に係る医師の研修については、医療関係団体において⾏われることを想定しており、知識（座学）と経験（実地）

の研修を含んでいる必要があります。また、かかりつけ医機能の趣旨を踏まえた幅広い内容の研修であることが想定されています。

可能です。各報告事項に係る詳細については、令和７年度秋頃に厚⽣労働省において作成予定の「かかりつけ医機能報告マニュアル（仮
称）」を参照ください。


